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       訪問介護 重要事項説明書  （契約書別紙） 

< 令和 ６年  ４月  １日現在 > 

 
 

この訪問介護重要事項説明書は、利用者が訪問介護サービスを受けられるに際し、利用者及びその家族

に対し、事業者の事業運営規程の概要や訪問介護従事者等の勤務体制等、利用者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記したものです。 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

法  人  名  株式会社トーリツ 

所  在  地  東京都葛飾区東新小岩７－２－１２ 

代 表 者 名  代表取締役  鈴木 恵里子 

代 表 番 号  電話 ０３－３６９１－２２６９    FAX ０３－３６９１－２２７８ 

主な事業内容 

居宅介護支援事業 訪問介護事業 訪問看護事業 通所介護事業  

介護予防事業 福祉用具貸与・販売及び住宅改修事業   

人材紹介サービス事業 教育研修事業 

法人設立年月日  昭和６２年９月１日 

 

 

２ サービス提供事業者 

事業者 名 
所 在 地 

電 話 番 号 

トーリツ訪問介護 江戸川 
東京都江戸川区中央１－５－１ 藤広ビル 1階 
０３－５６６３－５７５５ 

東京都指定事業者番号  第 １３７２３００２２６ 号 

サービス提供地域  江戸川区、葛飾区  

第三者評価  未実施 

 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

要介護状態にある利用者の状況に応じた適切な訪問介護サービスを提供することにより、利用者が 

可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としま

す。 

（２）運営の方針 

①利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的にサー 

ビスを提供いたします。事業者は常に自己評価を行い、介護技術の進歩に対応しながらサービ 

スの質の向上に努めます。また、居宅介護支援事業者等との密接な連携を図ります。 

②事業の実施にあたっては、利用者及びその家族の意向を踏まえ、関係区市町村及び地域の保 

健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、適切なサービス提供に努めます。 

③利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じます。 

④事業者は居宅介護支援事業者の介護支援専門員等に対し、自身の事業者のサービス利用に係る 

不当な働きかけを行いません。 
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４ 営業日及び営業時間 

 （１）サービス提供    ３６５日 

 （２）事業者の営業 

営  業  日 
月曜日～土曜日（祝日も営業） 
（ただし、年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く） 

営 業 時 間 午前 ８ 時 ３０ 分 ～ 午後 ５ 時 ３０ 分 

営業時間外連絡先   ０９０－２５５４－４８５５ （２４時間連絡が可能な体制とします） 

 

 

５ 事業者の職員体制 

 

管理者  大橋 千鶴 

 

従業員の職種 業務内容 人員数 

管理者 

従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 

従業者に、法令等の規定を順守させるため必要な指揮命令を 

行います。 

常 勤 

 

１名 

サービス提供 

責任者 

利用者の状態や意向等を十分に把握した上で、居宅サービス 

計画（ケアプラン）に基づいた「訪問介護計画」を作成します。

なお、作成にあたっては、サービス担当者会議への出席等に 

より、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 

作成した訪問介護計画について、利用者等へ説明し、同意 

を得た上で交付します。 

利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握 

します。 

居宅介護支援事業者と調整した上で必要に応じ訪問介護計画の

変更を行います。 

訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容などの 

サービスに関する指示・指導を行います。また、利用者の状況

についての情報を伝えます。 

訪問介護員等の能力や希望に応じた研修、技術指導等を行い 

ます。 

常 勤 

 

３名 以上 

 

訪問介護員 

訪問介護計画に基づいて訪問介護サービスを提供します。 

事業者やサービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受ける

ことで、適切な介護技術をもって訪問介護サービスの提供を行

います。 

サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提

供責任者に報告を行います。 

サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報を受け、

適切に対応します。 

常 勤 

 

１ 名 

 

以 上 

事務員 介護給付等の請求業務及び通信連絡等を行います。 
常 勤 

１ 名 
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６ 提供するサービスの内容 

 【訪問介護計画の作成】 

   居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身等

の把握を行い、目標を達成するための具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 

   訪問介護計画は、利用者及びその家族に内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたします。 

サービス提供は、訪問介護計画に基づいて行います。なお、訪問介護計画は、利用者等の心身の状

況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

 

【身体介護】 

利用者の身体に直接接触して行うサービス。利用者の日常生活動作能力や意欲の向上の為に利用者 

と共に行う自立支援の為のサービス等。 
○ 排泄介助 ： トイレ・ポータブルトイレへの移動、おむつ交換等。 
○ 食事介助 ： 配膳、下膳、摂食介助、水分補給等。 
○ 専門的調理 ： 流動食等の専門的配慮をもって行う調理。 
○ 清 拭  ： 身体拭き、陰部洗浄等。 
○ 入浴介助 ： 足浴等の部分浴、全身浴、洗髪、洗体の介助及び浴室への移動等。 
○ 洗面・身体整容介助 ： 日常的な行為としての身体整容。 
○ 更衣介助 ： 着替えの介助。 
○ 体位変換 ： 寝返り等体位の変換、安楽な姿勢の確保。 
○ 移動・移乗介助 ： 車椅子等移動の介助。 
○ 通院・外出介助 ： 病院等目的地への移動介助。（介護保険が適用されるものに限る） 
○ 起床・就寝介助 ： ベッド及び布団の出入り等移動の介助。 
○ 服薬介助  
○ 自立支援の為の見守り的援助 ： 利用者と一緒に手助けしながら行う生活援助、その他

利用者の自立支援に資するものとして身体介護に該当するもの。  
 

【生活援助】 

日常生活の援助で、利用者及びその家族が行うことが困難な場合に行われる代行的サービス。 

○ 掃除 ： 居室内、トイレ等の清掃及び片付け、ゴミ出し等。 

○ 洗濯 ： 利用者の衣服等の洗濯及び乾燥、取り込み他。 

○ ベッドメイク ： シーツ及び布団カバーの交換等。 

○ 衣類の整理・被服の補修 ： 衣類の整理収納、補修等。 

○ 一般的な調理、配下膳 ： 一般的な調理の他、配膳、下膳、食器洗浄、片付け等。 

○ 買い物、薬の受け取り ： 日常品、必要物品の買い物。病院等へ薬の受け取り。 

※通常よりかけ離れた回数の生活援助中心型サービスを行う場合は、区の検証が必要となります。 

 

 

７ 訪問介護員等の禁止行為、保険給付として不適切なサービス提供への対応について 

 （１）訪問介護員はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者及びその家族の預金通帳、印鑑、その他有価証券書類等の預かり 

③利用者及びその家族からの金銭、物品、飲食の授与 

④利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供  

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護する 

ため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧利用者及びその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

⑨現金のお預かり（サービス提供を行う為の買い物等必要な場合を除く） 

⑩サービス提供中のプラン変更 

    ※利用者の担当となる訪問介護員等の選任及び変更は、利用者に円滑かつ、最善、最良のサービ

スを提供する為事業者が行います。これにより、利用者が訪問介護員等を指名することは出来

ませんので、予めご了承下さい。 
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（２）保険給付として不適切なサービス提供への対応について 

    次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を 

    求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 

    ①直接本人の援助に該当しない行為 

利用者本人以外の洗濯・調理・買物・布団干し、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、

来客の応接（お茶・食事の手配等）、自家用車の洗車・清掃 等 

    ②日常生活の援助に該当しない行為（訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じ

ないと判断される行為、日常的に行われる家事の範囲を超える行為） 

草むしり・花木の水やり、ペットの世話（犬の散歩等）、家具・電気器具の移動・修繕・模様 

替え、大掃除・窓ガラス磨き・床のワックスがけ、室内外の修理・ペンキ塗り、特別な手間を 

かけて行う料理（おせち料理等） 等 

 

（３）保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は区市町村に 

連絡した上で、ご希望内容に応じて、区市町村が実施する配食サービス等の生活支援サービス、 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）などのサービス、ボランティアなどの活用のための助言を行 

います。   

 

（４）上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業者におけるサービスをご希望される場合は、

別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供 

することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が 

必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行い 

ます。 

 

 

８ 利用料金 

（１）利用料金 

サービスの利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費（介護報酬）に準拠した金額です。地域 

区分別の単価（１級地 １１．４円）を含んだ金額です。利用者の利用料金は介護保険負担割合証 

に記載の割合による額となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス料金は、全額自 

己負担となります。なお、加算要件により月々のサービス料金の自己負担額が変動する場合があり

ます。 

 

【基本利用料金：通常時間帯（午前８時～午後６時）】 

①身体介護又は生活援助のサービスを個別に利用する場合。              （非課税） 

身体介護サービスの種類・ 

所要時間 
サービス利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

（身体０）２０分未満 １，８５８円 １８５円 ３７１円 ５５７円 

（身体１）３０分未満 ２，７８１円 ２７８円 ５５６円 ８３４円 

（身体２）３０分以上１時間未満 ４，４１１円 ４４１円 ８８２円 １，３２３円 

（身体３）１時間以上１時間３０

分未満 
６，４６３円 ６４６円 １，２９２円 １，９３８円 

１時間３０分以上３０分毎に加算 ９３４円 ９３円 １８６円 ２８０円 

生活援助サービスの種類 

所要時間 
サービス利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

（生活２）２０分以上４５分未満 ２，０４０円 ２０４円 ４０８円 ６１２円 

（生活３）４５分以上 ２，５０８円 ２５０円 ５０１円 ７５２円 
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②１回の訪問で身体介護と生活援助の混在したサービス（身体介護を中心としたサービスとなります）

を利用する場合、身体介護（Ａ）と生活援助（Ｂ）の組み合わせた合計額となります。  （非課税） 

身体介護（Ａ） 

サービスの種類・所要時間 

サービス 

利用料金 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

（身体１）２０分以上３０分未満              ２、７８１円 ２７８円 ５５６円 ８３４円 

（身体２）３０分以上１時間未満         ４，４１１円 ４４１円 ８８２円 １，３２３円 

（身体３）１時間以上１時間３０分未満      ６，４６３円 ６４６円 １，２９２円 １，９３８円 

１時間３０分以上３０分毎に加算 ９３４円 ９３円 １８６円 ２８０円 

生活援助（Ｂ） 
サービスの種類・所要時間 

サービス 
利用料金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

（生活１）２０分以上              ７４１円 ７４円 １４８円 ２２２円 

（生活２）４５分以上         １，４８２円 １４８円 ２９６円 ４４４円 

（生活３）７０分以上              ２，２２３円 ２２２円 ４４４円 ６６６円 

 

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計

画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間

数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介

護計画の見直しを行います。 

 

※利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、

利用者の同意を得て２人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、前頁金額の２倍になります。 

 

【減算】 

・同一建物減算 

※下記利用者については、基本報酬が減算されます。 

 ①９０/１００へ減算 

  ・事業者の所在する建物と同一または隣接する敷地内の建物や、 事業者と同一の建物内に居住する  

      利用者（下記②の場合を除く） 

  ・事業者の敷地外ではあるが、その建物に居住する利用者数が１月あたり２０人以上である建物に 

   居住する利用者 

 ②８５/１００へ減算 

  ・事業者の所在する建物と同一または隣接する敷地内の建物や、事業者と同一の建物内に居住する 

      利用者が１月あたり５０人以上である建物に居住する利用者 

 ③８８/１００への減算 

  ・正当な理由なく、前６月間に提供した訪問介護サービスの総数のうち、事業者と同一敷地内又は隣

接する敷地内に所在する建物に居住する利用者に提供されたものの占める割合が１００分の９０

以上である場合。 

 

 

・業務継続計画未実施減算  所定単位数の 100分の１に相当する単位数を減算 

  感染症や非常災害時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定していない場合。 

 

 

・高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 100分の１に相当する単位数を減算 

  虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合。 

 

 

 

 



6 

【加算】                                       （非課税） 

加算名称 利用料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 算定回数 

初回加算 ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 初回のみ 

緊急時訪問介護加算 ２，８５０円 ２８５円 ５７０円 ８５５円 

１回の要請

に対して 

１回 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，１４０円 １１４円 ２２８円 ３４２円 １月につき 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，２８０円 ２２８円 ４５６円 ６８４円 １月につき 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３４円 ３円 ６円 １０円 １日につき 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４５円 ４円 ９円 １３円 １日につき 

特定事業者加算（Ⅰ） 基本報酬の２０％を加算 １回当たり 

特定事業者加算（Ⅱ） 基本報酬の１０％を加算 １回当たり 

特定事業者加算（Ⅲ） 基本報酬の１０％を加算 １回当たり 

特定事業者加算（Ⅳ） 基本報酬の３％を加算 １回当たり 

特定事業者加算（Ⅴ） 基本報酬の３％を加算 １回当たり 

口腔連携強化加算 １回につき５７０円 １回当たり 

介護職員処遇改善加算等 別紙参照 １回当たり 

 

【算定要件】 

加算名称 算定要件 

初回加算 

初回加算は、新規に訪問介護計画を作成したお客者様に対して、初回に

実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を

行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場

合に加算します。 

緊急時訪問介護加算 

緊急時訪問介護加算は、利用者及びその家族等からの要請を受けて、サ

ービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必

要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合に加算します。 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

生活機能向上連携加算Ⅰは、利用者に対して、指定訪問・指定通所リハ

ビリテーションを実施している事業者等の理学療法士等の助言に基づ

き生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該計画に基づ

く訪問介護を行った場合に加算します。 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

生活機能向上連携加算Ⅱは、利用者に対して、指定訪問・指定通所リハ 

ビリテーションを実施している事業者等の理学療法士等が訪問リハビ 

リテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行する等により 

利用者の身体状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を 

目的とした訪問介護計画を作成した場合に加算します。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

訪問介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、 

事業者の認知症高齢者 日常生活自立度Ⅲ以上の割合、認知症ケアに 

関する専門的な研修を修了した訪問介護員等の割合、認知症ケアに関 

する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を実施している場合 

に算定します。 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 
認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症ケアに関する

研修計画を作成し、実施又は実施を予定している場合に加算します。 

特定事業者加算 

（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ）（Ⅴ） 

サービスの質の高い事業者を積極的に評価する観点から、人材の確保や 

訪問介護員等への研修や技術指導、サービス提供時の留意事項について 

の文書等による確実な指示、重度要介護者への対応などを行っている事 

業所に認められる加算です。 
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口腔連携強化加算 

事業者の従業者が口腔の健康状態の評価を実施した場合、利用者の同意

を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、当該評価の結果を

情報提供した場合、１月に１回に限り 50単位を加算します。 

介護職員処遇改善加算等 処遇改善加算関連は別紙に一覧します。 

 

 

【その他】 

①通常時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は以下の割合で料金に割増料金が加算されます。 

早朝（午前６時～午前８時） ２５％  夜間（午後６時～午後１０時）２５％ 

深夜（午後１０時～午前６時）５０％ 

②サービス利用料金は、利用実績に基づいて請求させていただきます。但し、介護保険適用の場合 

でも保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合 

は利用料金を全額お支払いいただきます。そのお支払いが確認でき次第、事業者よりサービス 

提供証明書を発行致しますので、後日お住いの区市町村窓口に領収書を添えて提出し、払い戻し 

を受けて下さい。 

 

 

（２）交通費 

①訪問介護員等が利用者のお宅を訪問する際にかかる交通費については、通常のサービス提供 

 地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は路上直線距離を基準とした交通費を算出

し、その金額は利用者の実費負担となります。又、やむを得ず公共交通機関を利用して訪問した

場合も利用者の実費負担となります。   

※通常の実施地域を越えて１ｋｍにつき １１０円（税込） 

   ②通院・外出介助等のサービスを利用する際にかかる利用者及び訪問介護員等の交通費は、利用者 

の実費負担となります。 

 

（３）キャンセル料 

①利用者のご都合によりサービスの利用を中止する際には、速やかにサービス提供事業者まで 

 ご連絡下さい。 

②サービスの中止を申し出た場合は下記のキャンセル料が発生します。但し、利用者の病変等 

やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は発生しません。 

サービス提供日の前日１７時３０分までに 

サービス中止のご連絡があった場合 

無 料 

サービス提供日の前日１７時３０分までに 

サービス中止のご連絡がなかった場合 

１，１００円（税込） 

 

（４）その他の費用 

サービス実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者のご負担となります。 

  又、介護保険が適用されないサービスにつきましては、利用者の実費負担となります。そのサービス 

内容により利用料金が異なりますので担当者にご相談下さい。 

 

（５）利用料等のお支払い方法 

   

請求締日  月末締 

請求書  翌月１７日発送 

支払方法 

 ゆうちょ銀行 口座振替又はコンビニ振込（月末） 

 ゆうちょ銀行以外の金融機関口座振替(翌月４日) 

 ＊振替・振込手数料は事業者負担とします。 

   ※金融機関休業日は翌営業日の振替となります。尚、振替手続きには２か月程の期間を要します。 

    その間のお支払方法は事業者とご相談ください。 
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９ 虐待の防止について 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者等に周知徹

底を図ります。 

②虐待防止のための指針を整備します。 

③従業者等に対する、虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施します。 

④成年後見制度の利用を支援します。 

⑤上記措置を適切に行うための担当者を設置します。 

 

虐待防止に関する担当者 管理者 大橋 千鶴 

 

（２）サービス提供中に、当該事業者従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村に通報します。 

 

（３）虐待についての相談窓口 

    

江戸川区介護保険課指導係 

電話番号：０３－５６６２－０８９２ 

受付時間：８：３０から１７：００まで 

（ただし、土・日・祝日、年末年始を除く） 

 

 

１０ 身体拘束の適正化について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場 

合など、利用者ご本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用

者及びその家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内

で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様、その際の利用者の心

身の状況、緊急やむを得ない理由等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（１）緊急性 

直ちに身体拘束を行わなければ、利用者ご本人または他人の生命身体に危険が及ぶことが考えられる 

場合に限ります。 

 

（２）非代替性 

身体拘束以外に、利用者ご本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことを防止することができ 

ない場合に限ります。 

 

（３）一時性 

利用者ご本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を 

解きます。 

 

 

１１ 勤務体制の確保等について 

（１）事業者は、従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を設けます。 

（２）職場におけるハラスメント防止の取り組み 

   ①事業者は、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない

旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発します。 

   ②事業者は、相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、従業者に周知します。 

（３）利用者が事業者の従業者に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ

ルハラスメントなどの行為を禁止します。 
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１２ 秘密保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業者及び事業者の従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当

な理由なく第三者に漏らしません。 

③また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続します。 

  ④事業者は、従業者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である

期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。 

（２）個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の 

個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

  ②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む。）については、管理者の権限において管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止す

るものとします。 

  ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要

な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担と

なります。） 

 

 

１３ 業務継続計画の策定等について 

（１） 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護サービスの提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定

し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（３） 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１４ 衛生管理等 

（１） 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業者は、事業所において感染症が発生しないように、又発生した場合まん延しないように、次

に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、概ね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

１５ 緊急時の対応について 

サービスを提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医、救急 

隊、家族、居宅介護支援事業者など、利用者が予め指定する連絡先へ連絡し必要な処置を講じます。 

但し、救急隊の要請に関しては、利用者のご希望等を考慮し、事前に別途お手続きを頂きます。 

又、訪問介護員等の緊急車両への同乗等は、介護保険適用外となります。 

主治医等に連絡する場合の基準は次のとおりとします。 
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熱が 37.5度以上ある。 嘔吐を繰り返す。 手・足の痺れがあり、力が入らない。 

顔面に麻痺症状が出ている。 転倒し、頭・身体に痛みがある時。 褥瘡ができている時。 

 

 

１６ 事故発生時の対応方法について 

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用者及びその 

家族、居宅介護支援事業者に連絡・報告して必要な措置を講じます。又、当該事故の状況及び事故 

に際して採った措置について記録し、２年間保存します。 

 

 

１７ 事故再発防止 

事業者は、万が一事故が発生した後、その事故の起こった要因を十分検討し原因の解明を全力で行 

い、再発防止に努めます。 

 

１６ サービスに関する相談・要望・苦情等について 

 （１）利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

 

（２）苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ 

伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。 

 

（３）苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者及びその家族の 

立場に立った適切な対処方法を検討します。 

 

 （４）検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者及びその 

家族へ報告します。 

 

 （５）苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、 

再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。 

 

【事業者相談、要望、苦情等窓口】 

氏    名 大橋 千鶴 

事業者 名 トーリツ訪問介護 江戸川 

電 話 番 号 ０３－５６６３－５７５５ 

 

 

※窓口対応基本手順 
①相談・要望・苦情等の受付 → ②問題内容の確認 → ③担当責任者への報告 →  
④原因追求及び究明→ ⑤問題解決に向けた対応の実施 → ⑥再発防止及び改善措置 → 

 ⑦利用者への報告 → ⑧記録の作成、保管及び責任者への報告 
 
【その他、区市町村他の相談・苦情窓口】 

各 区 市 町 村 
江戸川区介護保険課事業者調整係  ０３－５６６２－００３２ 

葛飾区福祉部介護保険課      ０３－３６９５－１１１１ 

国  保  連 

（東京都国民健康保険団体連合会） 

受付時間（土・日・祝祭日を除く）午前９時～午後５時まで           

苦情相談窓口専用  ０３－６２３８－０１７７（直通） 
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以上、訪問介護サービスの提供にあたり、上記の通り重要事項について説明致しました。 

尚、本書は契約締結の際、契約書と一体となる事をご了承下さい。 

  

以上、説明者から訪問介護の重要事項の内容について説明を受け、同意すると共に 

書面の交付を受けました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

＜利用者＞   住 所                            

 

氏 名                           

 

 

 代理人(代筆者)  住 所                           

（続柄：      ） 

 

氏 名                           

 

 

＜事業者＞  住  所   東京都江戸川区中央１－５－１ 

事業者名   トーリツ訪問介護 江戸川           

管 理 者   大橋 千鶴         

 

説 明 者                 

 

 

（令和６年４月改正） 


